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い
た
だ
き
、
お
近
く
の
年
金
事
務

所
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

年
金
記
録
に
つ
い
て
の
お
問
い

合
わ
せ
は
、
年
金
ネ
ッ
ト
専
用

ダ
イ
ヤ
ル（
０
５
７
０
‐
０
５
８

‐
５
５
５
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
３
月
25
日（
月
）〜
６
月

24
日（
月
）の
平
日
９
時
〜
15
時

50
分

【
場
所
】
鹿
屋
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学

校
【
対
象
者
】
再
就
職
を
目
指
す
方

（
キ
ー
ボ
ー
ド
操
作
の
で
き
る

方
）

【
内
容
】
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
す

る
た
め
の
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
、
Ｃ
Ｓ
Ｓ
、

Ｊ
ａ
ｖ
ａ
Ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
の
ス
キ

ル
や
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
運
営
・

管
理
に
必
要
な
知
識
を
学
習
し
、

企
業
に
お
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

が
担
当
で
き
る
人
材
を
育
成
し

ま
す
。

【
修
了
後
に
取
得
で
き
る
資
格
（
い

ず
れ
も
任
意
受
験
）】

　

Ｗ
ｅ
ｂ
ク
リ
エ
イ
タ
ー
能
力
認

定
試
験
初
級
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

試
験
一
般

【
訓
練
内
容
】

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
、
Ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
開
発
管
理
、
ビ
ジ
ネ
ス

文
書
作
成
、
デ
ー
タ
活
用
、
画

像
編
集
実
習
、
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
、
Ｃ

Ｓ
Ｓ
他

【
受
講
料
】
無
料
（
た
だ
し
、
教

材
費
８
、６
７
５
円
は
自
己
負

担
で
す
）

【
定
員
】
15
名

【
応
募
期
限
】
２
月
27
日
（
水
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
の
や

　

℡�

０
９
９
４
‐
42
‐
４
１
３
５

　

放
送
大
学
で
は
平
成
25
年
度
第

１
学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を

募
集
中
で
す
。
放
送
大
学
は
テ
レ

ビ
等
の
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学
で

す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い

分
野
を
学
べ
ま
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒

業
し
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い

な
ど
、
様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世

代
、職
業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

【
出
願
期
間
】
２
月
28
日
ま
で

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
放
送
大
学
か
ご
し
ま
学
習
セ
ン
タ
ー

　

℡�

０
９
９
‐
２
３
９
‐
３
８
１
１

　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
分
の
所
得
税
の
確
定

申
告
期
間
は
、
平
成
25
年
２
月
18

日
（
月
）
か
ら
平
成
25
年
３
月
15

日
（
金
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
所

得
金
額
や
税
額
を
正
し
く
計
算
し

て
納
税
す
る
申
告
納
税
制
度
を

採
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
と
納

税
は
、
期
限
内
に
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い
。
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、

郵
送
等
で
も
で
き
ま
す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す

と
、
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、

長
時
間
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
申
告
を
お
済
ま

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）
の
、

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
簡
単
に
申
告
書
等
の
作
成
が
で

き
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
最
寄
り
の
税

務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

税
務
署
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１
２
７

　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇
用安定法）の一部が改正され、継続雇用制度の対象者に係
る基準を労使協定で定める仕組みが廃止されました。
　65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対
象者を労使協定で限定している企業は、平成 25 年３月 31
日までに制度の見直しが必要です。
　具体的には、�① 65 歳以上までの定年引上げ

　② 基準を廃止して希望者全員を 65 歳まで継続して雇用
する制度への制度改正（※経過措置あり）

　③定年の定めの廃止
のいずれかの対応が求められます。
　就業規則等の改正をお願いします。
　詳しいお問い合わせは、ハローワークかのや（鹿屋公共職業安
定所）求人・事業所援助部門（0994-42-4135）までお願いします。

お知らせ
コーナー
INFORMATION

2013. ２

　

い
ま
だ
持
ち
主
の
確
認
が
で
き

て
い
な
い
年
金
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
平
成
25
年

1
月
末
か
ら
「
気
に
な
る
年
金
記

録
、
再
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を

開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も

・�

若
い
頃
に
勤
め
て
い
た
記
録
が

見
つ
か
っ
た

・�

結
婚
前
の
旧
姓
の
記
録
が
見
つ

か
っ
た

・�

名
前
の
読
み
方
が
誤
っ
て
登
録

さ
れ
て
い
た
記
録
が
見
つ
か
っ

た
な
ど
の
年
金
記
録
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め

て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
に
「
も

れ
」
や
「
誤
り
」
が
あ
る
の
で
は

と
ご
心
配
の
あ
る
方
は
、
ご
確
認

お
知
ら
せ

あ
な
た
の
気
に
な
る
年
金
記
録

も
う
一
度
、
ご
確
認
を

確
定
申
告
は正

し
く
お
早
め
に

放
送
大
学

　
４
月
生
募
集
お
知
ら
せ

求
職
者
支
援
訓
練

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
運
用
者
養

成
実
践
科
」の
受
講
生
を
募
集

〜平成 25 年４月１日から施行〜事業主の皆さまへ

【改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします！】


